
            海外療養費の支給申請をされる方へ 

 

 海外において療養等を受けた場合の費用について、不正請求防止のために、国の通達により、今後一

層の対策を進めていくことになりました。 

 申請の際に必要な書類や注意事項についてご案内いたしますので、海外療養費の申請をされる際にほ

ご留意いただきますようお願い申し上げます。 

 

海外療養費について 

 海外療養費制度とは、国民健康保険の加入者が海外渡航中に急な病気等でやむを得ず※現地で治療を

受けた場合、所定の手続きをすることで、海外で支払った医療費について、保険給付分の払い戻しを受

けることができる制度です。 

※やむを得ない場合とは、直ちに診療を受けなければならない状況であり、日本国内の保険医療機関で

診療を受けるための時間的余裕もない場合等を言います。 

 

注意事項 

１．日本国内で保険適用となっている医療行為のみが支給対象となりますので、日本で国民健康保険が

適用されない治療については、海外療養費は支給されません。 

 （支給対象外となる主な例） 

 ・美容整形、歯列矯正など 

 ・人工授精などの不妊治療 

 ・出産（自然分娩）→ただし、出産育児一時金については別途請求すれば支給されます。 

２．海外での治療の場合、国や医療機関によって請求金額が大きく異なります。海外療養費では、海外

で実際に支払われた金額と日本国内での標準的な医療費を比較し、金額が低い方の医療費が支給額

の算出基準となります。 

３．支給額は支給決定時（支給の約１０日前）の為替レートで換算されます。 

４．海外療養費の請求期限は、海外で治療費を支払った日の翌日から起算して２年間です。 

５．治療目的で渡航した場合の海外療養費は認められません。 

 

申請の手順（必要書類については次ページもご覧ください） 

１．海外で受診の際は、所定の様式の「診療内容明細書（Form A）」と「領収明細書（Form B）」を

医療機関に提出し、記入してもらいます。また、病院名・日付・料金等が明記された領収書や、傷

病名・治療内容が明記された証明書等があれば、念のため保管しておいてください。 

２．上記の書類が外国語で記入されている場合は、日本語の翻訳文を用意してください。 

３．帰国後、市役所（または市民センター）の国民健康保険の窓口で申請を行います。パスポートを窓

口にてご提示いただき、「国民健康保険療養費支給申請書」に必要事項を記入していただきます。 

４．申請後、審査機関による内容の審査を経て、振込での支給となります。通常、申請から支給まで３

か月程度かかります。 



申請に必要な書類等 

１．診療内容明細書（Form A）：受診月・入院外来別に、医療機関で記入してもらってください。 

 ①実際に受診した方の名前、生年月日、性別 

 ②傷病名と国民健康保険国際疾病分類番号 

 ③その医療機関を初めて受診した年月日 

 ④月ごとの受診日数 

 ⑤入院期間または外来受診日 

 ⑥その医療機関で治療を行った理由（「発熱」「吐血」「虫垂炎」「気管支炎」など） 

 ⑦その医療機関で行った治療の内容（「抗生物質を投薬」「腹腔鏡による虫垂切除」など） 

  ※「診察」「検診」等と記入すると、具体的にどのような治療だったのか不明のため、審査ができ

ず海外療養費が支給されません。 

 ⑧治療の理由が事故によるものであれば「Yes」に、それ以外は「No」にチェックを入れる 

 ⑨診察を行った医師の署名、住所、明細書を記入した日付 

※上記①～⑧が漏れなく記入されているか必ず確認してください。漏れがあった場合、海外療養費の支

給ができませんのでご注意ください。 

 

２．領収明細書（Form B）：受診月・入院外来別に、医療機関で記入してもらってください。 

 各項目ごとに該当する金額を記入してもらってください。 

 なお、「診察費」「医薬費」等については、具体的にどの治療・薬がいくらになるのかを右のワクの中

に記入してもらってください。もしくは、それが記載されている別紙を添付してください。 

 

３．国民健康保険療養費支給申請書：市役所の窓口で記入してください。 

 氏名・住所・電話番号・振込みを希望する口座情報など必要事項をご記入の上、認印で結構ですので

ご捺印ください。 

 

４．振込みを希望する銀行の通帳、印鑑（認印で可） 

 申請の際に必要となります。 

 

５．パスポート 

 窓口で出入国日等、原本を確認させていただき、そのコピーを取らせていただきます。 

 

６．調査同意書 

 申請の内容等に疑義があった場合、明石市が海外の医療機関に、療養の事実の有無や内容についての

照会を行うことに関しての同意文書をご提出いただきます。 

 

 上記１．２．の書類が外国語で記載されている場合は、必ずその翻訳文が必要となります。海外で治

療を受けられたご本人の責任で翻訳文を作成し、翻訳者の氏名・住所を記入した上で添付してください。 

 

 以上のことで何かご不明な点がございましたら、明石市役所 国民健康保険課までご連絡ください。 

 

                                        明石市役所 

                                  国民健康保険課 管理係 

                                    ☎078-918-5021 


